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更生保護サポートセンターの設置支援について 

 

１ 主旨 

すみだ更生保護サポートセンターを運営している墨田区保護司会から、現在借 

用している更生保護施設「ステップ押上」(業平二丁目)の建替えに伴い、更生保 

護活動を行う拠点として、更生保護サポートセンターの区施設への設置に関する 

要望書が令和 3 年 5 月提出された。 

 更生保護サポートセンターの設置については、地域の防犯力強化や地域福祉の

増進に貢献している保護司会の活動の公益性を鑑み、区内の公共施設の活用を含

め、検討してきた。 

 その結果、江東橋防犯拠点内にすみだ更生保護サポートセンターを設置する方

向で、墨田区保護司会と協議している。 

 

２ その他 

（１）設置に伴い、墨田区保護司会との協議に基づき、パーテーションの設置、ト

イレの改修等、必要な施設整備を予定している。 

（２）面接ができる個室等については、区と共用する方向で協議している。 

（３）江東橋防犯拠点内への更生保護サポートセンターの設置時期については、墨

田区保護司会の意向等を踏まえ、今後調整していく。 

   

※ 更生保護サポートセンターとは、保護観察を受けている人と保護司の面接場所

や保護司会の情報交換等に使われる保護司会活動の拠点となるものである。 

  

 


